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標題:

香港籍船に適用される「船橋設備及び配置のための人

間工学的基準に関する指針」について
テクニカル

インフォメーション
No. TEC-0466

各位 発行日 2002 年 6 月 28 日

SOLAS 2000 年改正 V 章第 15 規則で参照されている「船橋設備及び配置のための人間工学的基

準に関する指針」に関して、香港 MARINE DEPARTMENT より「HONG KONG MERCHANT
SHIPPING INFORMATION NOTE No.10/2002」が新たに発行され､同 No.5/2001 は失効しました。

2002年 7月 1日以降に建造される香港籍船の船橋設備及び配置は､同指針に従うよう奨励されます

ので、お知らせいたします。

ClassNK テクニカルインフォメーション No. TEC-0439 でお知らせした船橋機器及び配置の確認に

関する弊会の取り扱いは、下記の通り変更はありません。

記

(1) 「船橋設備及び配置のための人間工学的基準に関する指針」は、2000 年 12 月 20 日に承認さ

れた IMO MSC/CIRC.982 “GUIDELINES ON ERGONOMIC CRITERIA FOR BRIDGE
EQUIPMENT AND LAYOUT”に基づく。

(2) 船主又は造船所は、建造中船舶の船橋機器及び配置について、上記「GUIDELINE」に規定さ

れている各項目毎に設計基準、適否、不合理な場合の理由などを記載したチェックリストを弊会

材料艤装部に提出する。

(3) 弊会は、提出されたチェックリストをもとに、本「GUIDLINE」への適合性を審査し返却する。

先にお知らせした ClassNK テクニカルインフォメーション No. TEC-0439 は失効しました。

なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。

財団法人　日本海事協会　（ClassNK）

本部　管理センター　材料艤装部

住所： 東京都千代田区紀尾井町 4-7　（郵便番号　102-8567）
Tel.: 03-5226-2020
Fax: 03-5226-2057
E-mail: eqd@classnk.or.jp

添付： HONG KONG MERCHANT SHIPPING INFORMATION NOTE No.10/2002




